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提案理由 

国に対し、原子力発電所事故の重大さと被害の深刻さを踏まえながら、子ど

もと国民の命と健康を守る迅速で長期間継続した取り組みを行うよう強く求め

る。 

これが、本案を提出する理由である。 



子どもと国民を守る放射能汚染対策を求める意見書 

 

東日本大震災に伴う原発事故から１年、福島原発はいまだに炉心の状態を把

握できず、汚染水など放射性物質の放出もとまらない状態が続いている。 

にもかかわらず、「冷温停止状態」だとして、野田首相は「収束」に至った

と宣言したことは、被災住民や関係者、専門家、放射線被害を心配する多くの

国民の思いとかけ離れたものとなっている。 

原発の重大事故を終わらせるためには、原子炉を冷やし続けて再臨界などの

事態を防ぎながら、放射能で汚染された建屋や瓦れきを片づけ、原子炉から核

燃料を取り出し、原発そのものを解体していく長期の取り組みが必要である。

同時に、外部に放出された放射能は消去することも減らすこともできないが、

汚染土壌を取り除き、放射性物質をできる限り生活環境から切り離すことで、

人間への放射線被曝量を減少させることが求められているのである。 

よって、本市議会は、国に対し、今回の事故の重大さと被害の深刻さを踏ま

えながら、子どもと国民の命と健康を守る迅速で長期間継続した取り組みを行

うよう、以下の実施を強く求めるものである。 

記 

１．国の責任で、放射線量の調査・測定を徹底的に行い、情報を公開すること。 

２．国の責任で、食品の放射能検査機器を確保し、体制を抜本的に強化して、

食の安全を守ること。 

３．放射能被害から子どもたちを守り、安心して学べるようエアコン設置など

の教育環境整備を進めること。 

４．除染計画と方法は住民合意に基づいて行い、自治体や地域の取り組みには

国が全面的に財政的支援を行うこと。 

５．原発から撤退し、自然エネルギーへの転換を目指すこと。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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